
防災避難訓練（引き渡し訓練）実施要項 

                                 令和８年６月２日（火） 

                                                                          担当 池端 

１ 目 的 

（１）職員：大規模災害の発生時、児童の安全を確保し、速やかに児童を保護者等に引き渡すことが   

      できるようにする。 

（２）児童：防災学習や引き渡し訓練の意義を理解し、自ら進んで自分や周囲の命や安全・安心を守 

      る行動をとることができるようにする。 

 

２ 日時 

   令和８年６月４日（金）４校時 防災学習 

              ５校時 引き渡し訓練 

 

３ 状況設定（豪雨） 

①急な豪雨（線状降水帯の発生）により、荒尾市役所付近など、荒尾市内の道路の一部が水没。 

※学校には被害がなく電話メールは使用可能。ライフラインは確保。 

②雨の勢いが一時的におさまったため、再度の豪雨及びそれに伴う災害発生に備え、保護者に児童を引

き渡し、それぞれの自宅（避難場所）に安全に帰すことが適切と判断される。 

 

４ 引き渡し場所 

  各地域児童会教室（下図参照） 

 

 

 

 



（１）待機場所の入り口が２カ所の場合（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）待機場所の入り口が１カ所の場合（例） 

 

 

 

 

 

 

 

５ 日程 

日程 内容 

１４：００～  

 

１４：１０～ 

１４：１０～ １４：３０ 

 

１４：３０～ １４：５０ 

・引き渡し訓練開始・地区児童会 

の場所に移動 

・児童の引き渡し 

Ａグループ（１４：１０～１４：３５） 

宮内出目,上小路,宮内,東宮内,打越,月田、新町 

Ｂグループ（１４：３０～１４：５０） 

大平、住吉、東屋形、普源寺、貝塚、本村、市屋 

１４：５０～  

 

訓練終了 

※お迎えがない児童は時間をそろえて下校、または学童等に移動 

※実際の災害時には、子供だけで下校させたり、学童・療育機関等

へ引き渡したりしませんのでご承知おきください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入口 

     地区担当 
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６ 校地内での人及び車の動き 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 駐車方法（運動場） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（訓練終了後） 

学童の待機場所 


